
（様式1）            研究事業評価調書（平成21年度）        平成２１年１２月２５日作成 

事業区分 経常研究（応用） 研究期間 平成２２年度～平成２３年度 評価区分 新規評価 

新製品開発のためのデザイン手法の開発 研究テーマ名 

（副題） （「感性」を指標とした新商品開発のためのデザイン手法の開発） 

主管の機関・科（研究室）名 研究代表者名 窯業技術センター 研究開発科 桐山 有司 

＜県長期構想等での位置づけ＞ 

ながさき夢・元気づくりプラン 

（長崎県長期総合計画 

後期5か年計画） 

３．創造的な産業活動を育む、活力ある長崎県づくり 

 ２．産業の高度化・高付加価値化の促進 

  ２．活力ある商工業の振興 

070 新企業創出及び新分野進出、産業構造の高度化・多様化の促進

長崎県科学技術振興ビジョン ①地域ニーズ主導及び地域ポテンシャルを活かした推進 

長崎県新産業創造構想 意欲のある地場産業の支援 

センターアクションプラン 
4-1 新事業・新産業の創出 

 (1)-①新しいプロセスの開発による新製品の開発 

１ 研究の概要(100文字) 

 新製品開発は、企業のリスクが大きいため新製品開発の件数は減少している。本研究は、感性を指

標とした失敗の少ないデザイン手法の開発と商品化を実施して、開発品での検証によって新製品開発

プロセスの確立を図る。（100文字） 

研究項目 

Ⅰ「感性」を指標とした既存製品の調査による購入者のニーズの分析 

Ⅱ新製品開発のための「感性」を指標とした満足度による調査手法の確立 

Ⅲ確立した手法を用いた新製品開発による商品化と開発品による手法の検証 

２ 研究の必要性 

１） 社会的・経済的背景及びニーズ 

○経済産業省の「平成20年中小企業実態基本調査速報」によると、平成20年度の全体における新製品

の割合は製造業で8.1％と低く、年々減少している傾向にあり、新たな製品の開発が厳しい状態にある。

生活者も不況を反映して購買に慎重になっている現状では、確実で失敗の少ない商品開発が企業の

大きなニーズとなっている。 

○人口減少に伴う量的需要の減少や他国製品の輸入による産業構造の変化により、新たな経済的価

値が問われている。これまでの「価格」「機能性」などに加え、新たに「感性」価値が必要となっている。「

感性」価値の概念は、最終商品だけでなく、開発プロセスも含め商品開発全般と範囲は広い。 

○消費者の多くがモノに何らかの「価値」を感じて購入している。大手企業などでは、次期商品開発を行

う際に、その価値や顧客の満足度についても調査・分析を実施しているが、中小企業では、そのノウハ

ウが整っておらず、喫緊の対策が必要である。 

２） 国、他県、市町、民間での実施の状況または実施の可能性 

 センターでは、商品開発プロセスに主観評価と人間工学的評価を導入して、その有効性を確認してい

る。本研究では、新たに感性を指標したデザイン手法を確立することを目的としている。また、経済産業

省では「感性価値創造イニシアティブ」を重点的施策として各種事業などに取り組んでおり、（社）人間生

活工学研究センターでも「感性価値創造に向けた人間生活工学的アプローチの可能性に関する調査研

究」に取り組んでいる。 「感性」を製品の新たな価値として活用する研究は、これからの研究であり、本

県の工業系中小製造業の支援を職務とした試験研究機関として、企業とともに取り組む必要がある。 

３ 効率性（研究項目と内容・方法） 

研究項目 研究内容・方法 活動指標  Ｈ22 Ｈ23 単位

目標 ２  

Ⅰ 

商品の購入動機につい

ての「感性」を指標とした

調査と調査結果の分析 

○感性を指標とする満足度に

よる調査項目の検討・分類

○既存商品による消費者の潜

在的ニーズの調査・分析 
実績   

技術

目標 １ １ 

Ⅱ 

「感性」を指標とするデザ

イン開発のための満足度

を用いたデザイン手法の

確立 

○機能的要求と感性的要求に

よる満足度の評価 

○感性によるデザイン開発の

ためのデザイン手法の確立 
実績   

技術

／ 

手法

目標  ２ 

Ⅲ 

確立した手法を用いた新

製品開発の実施と商品

化、開発した商品による

手法の検証 

○確立した手法による新製品

開発と商品化 

○開発した新製品による手法

の検証 
実績 

  

開発

／ 

手法



１） 参加研究機関等の役割分担 

  Ⅰ 既存商品の購入動機についての「感性」を指標とした調査と調査結果の分析 

      窯業技術センター ： 調査方法の検討、調査の実施、調査結果の分析 

      長崎県立大学 ： 調査方法の検討、調査結果の分析 

      調査会社 ： 調査の実施、調査結果の集計と分類 

  Ⅱ 「感性」を指標とするデザイン開発のための満足度を用いたデザイン手法の確立 

      窯業技術センター ： 「感性」を指標としたデザイン手法の確立 

      長崎県立大学 ： 「感性」による満足度調査方法の開発、デザイン手法の確立 

      人間生活工学研究センター ： 機能面と感性面の人間工学的考察、デザイン手法の確立 

  Ⅲ 確立した手法を用いた新製品開発の実施と商品化、開発した商品による手法の検証 

      窯業技術センター ： 商品開発の実施、開発した手法の検証 

      長崎県立大学 ： 開発した手法の検証 

      参加県内企業 ： 商品開発の実施、商品化 

２） 予算 

 

財 源 
研究予算 

（千円） 

計 

（千円） 

人件費 

（千円） 
研究費 

（千円） 国 庫 県 債 その他 一財 

全体予算 10,786 7,390 3,396    3,396 

22年度 5,091 3,695 1,396    1,396 

23年度 5,695 3,695 2,000    2,000 

（研究開発の途中で見直した事項） 

４ 有効性 

研究項目 成果指標 目標 実績 Ｈ22 Ｈ23 得られる成果の補足説明等 

ⅠⅡ 

新製品開発のた

めのデザイン手

法の確立 

１  ○  

既存商品についての「感性」を指標と

した調査と分析により、新商品開発

のためのデザイン手法を確立する 

Ⅲ 

新製品開発と商

品化、開発品に

よる手法の検証 

１   ○ 

確立したデザイン手法を用いること

で、企業における失敗の少ない新商

品開発が可能となる 

１）従来技術・先行技術と比較した新規性、優位性 

 これまでの商品開発は、「価格」や「機能性」といった価値が重要な要素であったが、需要の減少や安

価な海外製品によって、競争的優位に立てなくなってきている。本研究で開発を目指しているデザイン

手法は、①新しい「感性」という価値を指標に、「満足度」による調査手法を確立する。②商品を機能面、

感性面からその属性などについて評価する。③既存商品の調査により消費者の潜在的購入ニーズを

把握することで、失敗の少ない新製品開発手法を確立する、などの点で新規性がある。確立する手法

は、失敗の少ない新製品開発のための実践的なプロセスとして期待できる。 

２）成果の普及 

■研究成果の社会・経済への還元シナリオ 

 失敗の少ないデザイン手法の確立による企業への技術普及 

 企業との共同研究による開発した手法を用いた商品開発と商品化 

■研究成果による社会・経済への波及効果の見込み 

 経済効果：経済産業省の「平成２０年中小企業実態基本調査速報について」によると、全国の企業の

製品開発における新製品の割合は、製造業が8.1％となっており、新製品開発になかなか着手できない

状態となっている。本研究でのデザイン手法の確立により、失敗の少ない商品開発が実現できれば、10

％未満である新製品の割合を10％以上まで増やせる可能性があり、ユーザーニーズを把握することで

経済的な効果も期待できる。 

 社会効果：ユーザーを長期的に自社の顧客にするためには、いかにユーザーが望んでいる商品を提

供できるかであり、そのためにもユーザーの感性を把握した失敗の少ない開発手法の確立は効果が望

めるものである。ユーザーが必要としている商品を提供することで、企業ブランドの確立も期待できる。 

（研究開発の途中で見直した事項） 

 



（様式 2）                       研究評価の概要 

種

類 
自己評価 研究評価委員会 

（21 年度） 

評価結果 

(総合評価段階： A ) 

・必 要 性 S 

 新製品を生み出す手法は業界の要望も強く、感

性評価を取入れた開発手法は窯業支援において重

要課題であるが、最終到達点など目標を明確に設

定する必要がある。 

 

・効 率 性 A 

 感性の定量化には難があり、開発の方法が不鮮

明である。隠れた情報や消費者の視点をどこまで

取入れるのかなど感性評価手法を詳細にまとめる

ことが必要である。 

 

・有 効 性 A 

 デザイン手法の開発は製品を開発する上で重要

であり、企業との連携による開発や企業への成果

の普及が不可欠である。 

 

・総合評価 A 

 内容や取組みの計画をさらに具体化し、新製品

創出のための手法の開発と良いデザイン創出事例

がでることを期待する。 

（21 年度） 

評価結果 

(総合評価段階： A ) 

・必 要 性 S 

 景気の低迷が続き、大手企業を始め県内工業系中

小製造業においても、新たな製品の開発が厳しい状

態であり、消費者も不況を反映して購買に慎重になっ

ている。新製品開発には多くのコストがかかるため、

企業のリスクは大きく、新製品開発は減少傾向にあ

る。企業のリスクを抑え、確実で失敗の少ない商品開

発手法の開発が企業の大きなニーズとなっており、商

品開発手法が確立できれば企業の利用価値はかなり

高い。 

・効 率 性 A 

 感性価値の観点から満足度を用いた評価・分析を、

具体的な事例として、購入した商品、購入しなかった

商品を取り上げ、その要因の評価・分析を効率的に行

い、分析結果をもとに新商品を開発するための失敗の

少ないデザイン手法の確立を図る。 

・有 効 性 A 

 感性を指標として、機能面、感性面からの満足度を

評価して新製品開発の成功に結びつける手法は、本

県での取り組みはこれからである。完成すれば、新製

品開発において実用性のあるものとなり、企業への普

及も考えられる。 

・総合評価 A 

 商品が売れるための商品開発に関する要因分析と

手法の構築がこの研究の目的であり、その普及が県

内企業の活性化に繋がる。大学や産総研、人間生活

工学研究センターなど他機関との連携も視野に入れ

て、参加する企業との協力体制など、情報の共有を行

い、実証を繰り返しながら手法の信頼度を高めてい

く。 

事 

 

前 

対応 

対応 

 感性を指標とした調査手法を用いた機能面と感性面

の両方から評価する、失敗の少ないデザイン手法の

確立を最終目標とする。 

 消費者の潜在的な視点や購買動機の調査を実施し

て、その調査結果をもとに大学などと共同で、新製品

開発のための感性を指標とした具体的なデザイン手

法を開発する。 

 開発したデザイン手法を用い、企業と共同で商品開

発および商品化を実施して、手法の検証と成果の普

及を図る。 

 評価指標となる感性を具体的かつ明確にして、解り

やすく失敗の少ないデザイン手法を確立する。また、

商品開発のケーススタディにより商品化を実施して、

成功事例を増やすことを目標とする。 

途 

 

中 

（22 年度） 

評価結果 

(総合評価段階：   ) 

・必 要 性 

  

・効 率 性 

  

・有 効 性 

 

・総合評価 

（22 年度） 

評価結果 

(総合評価段階：   ) 

・必 要 性 

  

・効 率 性 

  

・有 効 性 

 

・総合評価 

 
対応 対応 



事 

 

後 

（23 年度） 

評価結果 

(総合評価段階：   ) 

・必 要 性 

  

・効 率 性 

  

・有 効 性 

 

・総合評価 

（23 年度） 

評価結果 

(総合評価段階：   ) 

・必 要 性 

  

・効 率 性 

  

・有 効 性 

 

・総合評価 

 対応 対応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



■総合評価の段階 
平成２０年度以降 
（事前評価） 

Ｓ＝積極的に推進すべきである 
Ａ＝概ね妥当である 
Ｂ＝計画の再検討が必要である 
Ｃ＝不適当であり採択すべきでない 

（途中評価） 
Ｓ＝計画以上の成果をあげており、継続すべきである 
Ａ＝計画どおり進捗しており、継続することは妥当である 
Ｂ＝研究費の減額も含め、研究計画等の大幅な見直しが必要である 
Ｃ＝研究を中止すべきである 

（事後評価） 
Ｓ＝計画以上の成果をあげた 
Ａ＝概ね計画を達成した 
Ｂ＝一部に成果があった 
Ｃ＝成果が認められなかった 

 
平成１９年度 
（事前評価） 

Ｓ＝着実に実施すべき研究 
Ａ＝問題点を解決し、効果的、効率的な実施が求められる研究 
Ｂ＝研究内容、計画、推進体制等の見直しが求められる研究 
Ｃ＝不適当であり採択すべきでない 

（途中評価） 
Ｓ＝計画を上回る実績を上げており、今後も着実な推進が適当である 
Ａ＝計画達成に向け積極的な推進が必要である 
Ｂ＝研究計画等の大幅な見直しが必要である 
Ｃ＝研究費の減額又は停止が適当である 

（事後評価） 
Ｓ＝計画以上の研究の進展があった 
Ａ＝計画どおり研究が進展した 
Ｂ＝計画どおりではなかったが一応の進展があった 
Ｃ＝十分な進展があったとは言い難い 

 
平成１８年度 
（事前評価） 

１：不適当であり採択すべきでない。 
２：大幅な見直しが必要である。 
３：一部見直しが必要である。 
４：概ね適当であり採択してよい。 
５：適当であり是非採択すべきである。 

（途中評価） 
１：全体的な進捗の遅れ、または今後の成果の可能性も無く、中止すべき。 
２：一部を除き、進捗遅れや問題点が多く、大幅な見直しが必要である。 
３：一部の進捗遅れ、または問題点があり、一部見直しが必要である。 
４：概ね計画どおりであり、このまま推進。 
５：計画以上の進捗状況であり、このまま推進。 

（事後評価） 
１：計画時の成果が達成できておらず、今後の発展性も見込めない。 
２：計画時の成果が一部を除き達成できておらず、発展的な課題の検討にあたっては熟慮が
必要である。 

３：計画時の成果が一部達成できておらず、発展的な課題の検討については注意が必要であ
る。 

４：概ね計画時の成果が得られており、必要であれば発展的課題の検討も可。 
５：計画時以上の成果が得られており、必要により発展的な課題の推進も可。 

 


